
 

令和８年度白神山地周辺地域における中・大型哺乳類調査 

仕 様 書 

 

１ 目的 

  白神山地世界遺産地域（以下「遺産地域」という。）のブナ林生態系につい

ては、科学的知見に基づき順応的に保全管理を行う必要がある。 

  このため、関係行政機関で組織する遺産地域連絡会議においては、大学・研

究機関、その他の学識経験者等と連携して遺産地域のモニタリングを推進する

とともに、その結果に応じて保全方法や利用方法の見直し等を行い、より効果

的な手法により遺産地域の保全管理を行うこととしている。 

  本調査では、遺産地域モニタリング計画の重点調査項目として挙げられてい

る中・大型哺乳類の生息状況を把握するため、遺産地域の周辺地域において、

自動撮影カメラによる調査を実施することを目的とする。 

  また、近年生息域が拡大し、森林生態系への影響が懸念されるニホンジカや

イノシシ及び外来種哺乳類（ハクビシン等）の状況把握についても目的とする。 

 

２ 履行期間 

  契約締結日の翌日から令和９年３月 15 日（月曜日）まで 

 

３ 調査地及び使用機器 

（１）調査地 

① 青森県側 

東北森林管理局津軽森林管理署管内の国有林である青森県西津軽郡深浦

町に 20 箇所、同郡鰺ヶ沢町に５箇所、弘前市に１箇所、中津軽郡西目屋村

に９箇所の各箇所に１台ずつ、合計 35 台の自動撮影カメラを設置済みで

あり、それを用いた調査を実施する。 

各設置箇所の緯度・経度、概況等は表１、位置図は図１、図２及び図３

のとおり。 

② 秋田県側 

東北森林管理局米代西部森林管理署管内である秋田県山本郡八峰町に 15

箇所（うち国有林 10 箇所、民有林５箇所）、同郡藤里町に 14 箇所（国有

林）、各箇所に１台ずつ、合計 29 台の自動撮影カメラを設置予定（一部設

置済み）であり、それを用いた調査を実施する。 

各設置箇所の緯度・経度、概況等は表２、位置図は図４及び図５のとお

り。 

 

（２）使用機器 

① 青森県側 

  ア 自動撮影カメラ 

    以下の機種である。 



   ・TREL18J-D（㈱GI Supply） 

② 秋田県側 

ア 自動撮影カメラ 

以下の機種である。 

・TREL18J-D（㈱GI Supply）［国有林］ 

・TREL18J-DS（㈱GI Supply）［国有林］ 

・TREL10J-D（㈱GI Supply）［民有林］ 

（３）撮影時における設定 

  ア 設定内容 

    以下のとおりとしている。 

・モード：静止画  

   ・静止画解像度：５Ｍ 

   ・連続撮影：３枚 

   ・センサー感度：中（「高」設定の場合は「中」に変更すること） 

   ・インターバル：０分（インターバル無し） 

  イ 設置状況 

    立木を利用し、地面から 1.5ｍ前後の高さにやや下向きに角度を付けて、

カメラに付属する専用のベルトで固定している。 

 

４ 業務内容 

  受注者は以下の業務を行い、調査報告書には調査結果を踏まえた分析及び考

察を行い記載すること。 

（１）自動撮影カメラを用いた調査の実施 

  ア カメラのメンテナンス及び撤去 

    令和８年 11 月中旬から下旬にカメラを撤去するまでの間、おおむね１

ヶ月に１回の頻度での巡回を基本とし、全てのカメラについてメンテナン

スと SD カードの回収を行う（調査期間中４回を想定（カメラ撤去含む））。

カメラの電池残量と SD カードの空き容量に十分な余裕があると想定され

る場合で、天候不良等で巡回し難い場合は、おおむね１ヶ月を超えての巡

回を止むを得ないものとする。 

    メンテナンス方法は、以下のとおり実施すること。 

   ① 電池残量を確認し（カメラの故障の有無を含む）、電池残量マークが

一つでも減っていれば電池を交換 

   ② 設定の確認（日時、撮影モードを含む） 

   ③ SD カードの交換（データ回収） 

   ④ メンテナンス状況の記録（記録用紙に記入） 

    メンテナンスに必要な物品（電池、SD カード等）は、青森県側は津軽白

神森林生態系保全センター、秋田県側は藤里森林生態系保全センターで準

備し、受注者に貸与する。 

    メンテナスにおいては、カメラの故障を防ぐため、雨天時を避けて実施

すること。 



    なお、カメラ本体が濡れている場合は、布で拭き取ってから開けること。 

    メンテナンス時に機器の異常等が発見された場合は、早急に別途通知す

る監督職員に連絡すること。 

    メンテナンス状況の記録については、毎回「別紙１ データ回収記録表」

に記入すること。 

    カメラは、11 月中旬から下旬に全てを撤去することを基本とする。 

    なお、一部のカメラについては、冬期間も継続して調査することを検討

していることから、撤去する具体のカメラは、別途協議する。 

    撤去の際についても、別紙１の記録表に必要事項を記入すること。 

    また、来年度の調査のため、設置木にテープを巻くなどして、目印を付

けること。 

    メンテナンスの都度及び撤去時には、撮影された画像を確認・整理し、

ニホンジカ及びイノシシが撮影されていた場合には、「情報提供フォーマ

ット」（別途様式を示す）に必要事項を記入し、写真１枚程度を添付の上

で監督職員に遅滞なく報告すること。 

    メンテナンス及び撤去に係る受注者の人数は、各回２名以上とする。 

  イ 撮影画像の解析 

    上記アで撮影された動物の全ての画像について、写真解析（動物種名（哺

乳類及び鳥類）の同定及び撮影個体数の確認等）を行う。この場合、前年

度より冬期間設置していたカメラ（青森県側 11 台（国有林）、秋田県側６

台（うち国有林２台、民有林４台））の写真解析を含む。 

    なお、連続撮影されているものについては、一連の撮影で写った最大個

体数をカウントすること。 

    撮影された動物種と個体数について、調査地点別・月別・時間別に取り

まとめ比較する（動物種のうち特にニホンジカについては、性別「オス、

メス、不明」についても取りまとめる）。 

    その際、調査地点や月ごとにカメラの稼働日数が異なるため、10 カメラ

ナイト（以下 CN：カメラ１台を１晩かけた場合を 1CN と定義したもの）当

たりの延べ撮影個体数を以下の式で算出し、日数の差異を補正した値を使

用する。 

    10CN 当たりの延べ撮影個体数（以下補正個体数）＝延べ撮影個体数/CN×10 

 

    解析にあたっては過年度との比較のために 30 分インターバルを想定し

た集計とインターバル無しの場合の両方を実施する。また、30 分インター

バルで調査開始時からの経年変化を記載すること。 

 

（２）成果品の提出 

   （１）を以下のとおり取りまとめ、令和９年３月 15 日（月曜日）までに東

北森林管理局 計画保全部 計画課に提出すること。 

   ①撮影状況、②調査地点別・月別・時間別個体数、③ニホンジカやイノシ

シ及び外来哺乳類等の確認状況について記載するとともに、さらに調査開始



時からの経年変化も含めて、調査結果を踏まえた分析及び考察（今後の課題

等含む）を行い記載すること。 

   記載内容については、「令和７年度 白神山地周辺地域における中・大型

哺乳類調査業務報告書（青森県側）」及び「令和７年度 白神山地周辺地域

における中・大型哺乳類調査業務報告書（秋田県側）」を参照すること。 

   電子データについては、Microsoft 社の Windows10 上で表示可能なものと

し、報告書は PDF ファイル、図は JPEG 又は GIF ファイル、画像は JPEG ファ

イル又は Tiff 非圧縮ファイル、文書は Word、表は Excel で読み込めるファ

イル形式とする。 

また、報告書案の提出時期については、監督職員と協議して定めるものと

する。なお、協議を行わない場合は、概ね 1.5 ヵ月前とする。 

   報告書等の作成に当たっては、「国等による環境物品等の調達の推進等に

関する法律」（平成 12 年法律第 100 号）第６条第 1 項に基づき定められた

「環境物品等の調達に関する基本方針」（平成 21 年２月 13 日閣議決定）に

適合した製品を使用すること。 

   成果品納入後に、受注者の責めによる不備が発見された場合には、無償で

速やかに必要な措置を講ずること。 

ア 調査報告書（Ａ４版７部×２） 

    青森県側と秋田県側のそれぞれ別様に整理して製本するとともに、モニ

タリングの実施結果の概要カルテを作成し、添付（様式は別紙２のとおり）

すること。 

イ 電磁的記録媒体（DVD-R）（７部×２） 

上記アの青森県側と秋田県側のそれぞれの調査報告書の光学式の記録媒

体を作製する（報告書に添付）。 

 

５ 調査に当たっての留意事項 

（１）入林に当たっては、監督職員及び青森県側は津軽森林管理署（☎0172-27-

2800）総務グループ管理担当、秋田県側は米代西部森林管理署（☎0185-54-

5511）総務グループ管理担当に入林箇所と入林日程を連絡すること。 

（２）調査の実施に当たっては、関係する各種法令やルール・マナー等を遵守す

ること。 

（３）調査に当たっては、発注者（監督職員）と受注者が十分協議のうえ行うと

ともに、不明な点は、指示を受けること。 

 

６  著作権等の扱い 

（１）成果品に関する著作権は、著作隣接権、商標権、商品化権、意匿権又は所

有権（以下「著作権等」という。）は、東北森林管理局に帰属するものとす

る。 

（２）成果物に含まれる受注者又は第三者が権利を有する著作権等（以下「既存

著作権等」という。）は、個々の著作権等に帰属するものとする。 

（３）納入された成果物に既存著作物等が含まれる場合には、受注者が該当既存



著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続きを

行うものとする。 

 

７ 守秘義務 

（１）受注者は、発注者の許可を得ることなく本業務の実施により得られたデー

タ及び成果物等を公開、あるいは他の業務に利用してはならない。 

（２）受注者は、業務上知り得た事項を第三者に漏らしてはならない。 

 

８ その他 

（１）受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者（東北森林管理局役務契

約約款第８条に基づく業務履行について業務内容の管理をつかさどる担当

者）を定め、その氏名及びその他必要な事項を契約締結の日から７日以内に

書面により発注者に通知するものとする。 

   なお、管理技術者は、事業の管理及び統括を行うものとし、契約書及び本

仕様書に基づき、適正に事業を実施しなければならない。 

 

（２）受注者は、業務着手後直ちに「着手届」（契約締結の日から７日以内）を

提出するとともに、契約締結の日から 14 日以内に、任意の様式により「業務

工程表」及び「労働災害防止対策（緊急連絡体制図を含む）」を提出するこ

と。 

   また、本調査業務の進捗状況について、毎月１回以上監督職員に任意の様

式（書面又は電子メール）により報告すること。 

 

（３）アフリカ豚熱（以下｛ASF｝という。）に係る対応 

ア 山林での作業用の靴の履き分けや、下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土

落とし等、感染防止対策に協力すること。 

また、野生いのししの死体発見時には死体が所在する県の家畜衛生部局

に速やかに通報するとともに、東北森林管理局へ連絡すること。  

イ ASF 対策として、野生いのししの感染が確認された場合の各県が実施す

る防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の

洗浄消毒等を行うこと。 

ウ 事業地周辺で野生いのししが ASF に感染した場合、各県の行う立ち入り

制限等の防疫措置を踏まえ、本契約の作業を一時中止する可能性がある。 

 

（４）旅費交通費について 

ア 本業務の旅費交通費については、令和８年１月９日付け７林整計第 370

号「調査、測量、設計及び計画業務旅費交通費積算要領」及び令和８年１

月 13 日付け７東治第 192 号「調査、測量、設計及び計画業務における旅費

交通費等の取扱いについて」（以下「旅費交通費等の取扱い」という。）

により、積算すること。（※旅費交通費の積算：旅費交通費は、原則とし

て当初設計には計上しないこととし、最終の設計変更において計上する。） 



  詳細は以下を参照すること。 

  https://www.rinya.maff.go.jp/j/sekou/gijutu/sekisan_kijun.html 

https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/nyuusatu_os

irase/attach/pdf/koubai_nyuusatu_osirase-127.pdf 

 

イ 契約締結後、発注者より「滞在して業務を行う場合」の区分となる旨通

知があった場合は、受注者は業務工程表に滞在の有無等を記載して発注者

に提出するものとする。 

また、現地調査終了後、遅滞なく、宿泊実績報告書（様式は別紙３のと

おり）、通勤旅費実績報告書（滞在と通勤が混在する場合）（旅費交通費

等の取扱い・様式２）に、滞在した場合は実際に支払った宿泊証明書類（領

収書等）を添付のうえ、監督職員に提出するものとする。 

なお、上記によりがたい場合については、受発注者間で協議のうえ決定

することとする 

 

（５）その他不明な点は、あらかじめ監督職員と連絡を密にして作業に従事する

こと。 

https://www.rinya.maff.go.jp/j/sekou/gijutu/sekisan_kijun.html
https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/nyuusatu_osirase/attach/pdf/koubai_nyuusatu_osirase-127.pdf
https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/nyuusatu_osirase/attach/pdf/koubai_nyuusatu_osirase-127.pdf


表１　令和８年度　センサーカメラ設置箇所（２－１）

15 B08 － 2 深浦町　大間越 イラ川山 3107 や 40°25′54.91″ 139°56′44.41″ ヤナギ 8 セ ⇒ 15 74.0 ㎞ 0 ㎞ 2026年4月14日

14 B08 － 1 深浦町　入良川下流 イラ川山 3104 ろ2 40°27′23.08″ 139°56′57.45″ ｲﾀﾔｶｴﾃﾞ 6 15 ⇒ 14 5.0 ㎞ 0 ㎞ 2026年4月14日

12 B07 深浦町　津梅川下流 大間越山 3096 そ 40°28′53.86″ 139°57′25.79″ ｲﾀﾔｶｴﾃﾞ 22 14 ⇒ 12 4.4 ㎞ 0.1 ㎞ 2026年4月14日

13 B06 － 2 深浦町　黒崎 黒崎山 3089 む 40°31′16.04″ 139°57′42.64″ ミヅキ 12 12 ⇒ 13 10.6 ㎞ 0.1 ㎞ 2026年4月14日

10 B06 - 1 深浦町　松神 松神山 3083 と 40°32′25.47″ 139°57′12.79″ キハギ 14 13 ⇒ 10 4.8 ㎞ 0 ㎞ 2026年4月14日

32 B05 深浦町　岩崎 東岩崎山 3071 わ２ 40°34′38.88″ 139°57′23.37″ ナラ 14 10 ⇒ 32 8.7 ㎞ 0.1 ㎞ 2026年4月14日

11 B04 － 1 深浦町　長慶平南 西岩崎山 3075 ほ1 40°35′18.06″ 139°59′49.16″ ニガキ 24 32 ⇒ 11 19.8 ㎞ 0.1 ㎞ 2026年4月27日

31 B04 － 2 深浦町　岩崎 西岩崎山 3068 い 40°35′33.06″ 139°56′13.34″ キハダ 10 11 ⇒ 31 9.7 ㎞ 0 ㎞ 2026年4月14日

9 B03 － 2 深浦町　深浦 大舘 3056 ろ 40°38′22.74″ 139°56′24.48″ ナラ 12 31 ⇒ 9 21.8 ㎞ 0 ㎞ 2026年4月14日

7 B03 － 1 深浦町　吾妻川① 深浦山 3055 ほ1 40°38′34.22″ 139°57′21.42″ クサギ 28 9 ⇒ 7 4.7 ㎞ 0 ㎞ 2026年4月14日

33 B03 － 3 深浦町　吾妻川② 深浦山 3050 そ 40°38′50.14″ 139°57′26.03″ ヤマザクラ 26 7 ⇒ 33 0.9 ㎞ 0.4 ㎞ 2026年4月14日

36 B02 － 深浦町　広戸 広戸山 3047 は 40°40′09.07″ 139°58′53.95″ ミズナラ 24 33 ⇒ 36 10.4 ㎞ 0.1 ㎞ 2026年4月27日

36 ⇒ セ 34.9 ㎞ ㎞

5 C02 － 深浦町　オサナメ沢 北追良瀬山 3031 も 40°40′25.49″ 140°00′01.08″ ｵﾆｸﾞﾙﾐ 42 セ ⇒ 5 34.5 ㎞ 0.0 ㎞ 2026年4月15日

6 C03 － 1 深浦町　追良瀬川 北追良瀬山 3033 と 40°39′18.56″ 140°01′03.16″ スギ 28 5 ⇒ 6 3.6 ㎞ 0.0 ㎞ 2026年4月15日

8 C03 － 2 深浦町　長慶平北 広戸山 3048 て3 40°38′25.75″ 140°00′02.96″ ヤマグワ 10 6 ⇒ 8 6.8 ㎞ 0.0 ㎞ 2026年4月27日

4 C01 － 2 深浦町　風合瀬 砂子川 3012 ろ2 40°43′39.17″ 140°00′49.15″ スギ 28 8 ⇒ 4 26.3 ㎞ 0.0 ㎞ 2026年4月15日

3 C01 － 1 深浦町　上晴山 砂子川 3003 と1 40°44′30.36″ 140°02′00.21″ ケヤキ 40 4 ⇒ 3 3.6 ㎞ 0.2 ㎞ 2026年4月22日

2 D01 － 2 深浦町　小童子川 小童子山 2003 う 40°44′12.14″ 140°06′02.18″ クサギ 10 3 ⇒ 2 10.0 ㎞ 0.5 ㎞ 2026年4月22日

1 D01 － 1 深浦町　大童子川 築棒沢山 2020 へ5 40°42′46.90″ 140°06′50.31″ ｵﾆｸﾞﾙﾐ 10 2 ⇒ 1 5.4 ㎞ 0.4 ㎞ 2026年4月15日

23 D02 深浦町　岩坂 大童子山 2012 り 40°41′42.53″ 140°06′25.67″ スギ 26 1 ⇒ 23 2.2 ㎞ 0.0 ㎞ 2026年4月22日

16 E02 鰺ヶ沢町　佐内沢下流 西赤石山 2031 に 40°40′15.38″ 140°08′31.02″ ケヤキ 40 23 ⇒ 16 23.7 ㎞ 0.0 ㎞ 2026年5月12日

17 E03 鰺ヶ沢町　一ツ森町 東赤石山 2052 は1 40°39′22.68″ 140°08′59.02″ ナナカマド 26 16 ⇒ 17 2.3 ㎞ 0.3 ㎞ 2026年4月22日

18 F02 － 1 鰺ヶ沢町　矢倉山 矢倉山 2045 は2 40°40′36.90″ 140°12′18.51″ ホオノキ 18 17 ⇒ 18 19.0 ㎞ 0.1 ㎞ 2026年5月12日

21 F03 鰺ヶ沢町　清水淵 笠置山 2067 ち1 40°39′06.07″ 140°12′13.73″ ヤナギ 28 18 ⇒ 21 25.2 ㎞ 0.0 ㎞ 2026年5月12日

19 F02 － 2 鰺ヶ沢町　中村川 白沢 2071 に1 40°40′04.80″ 140°13′13.66″ ｵﾆｸﾞﾙﾐ 36 21 ⇒ 19 4.7 ㎞ 0.1 ㎞ 2026年4月22日

19 ⇒ セ 14.3 ㎞ ㎞

20 F04 弘前市　黒岩沢 黒森 22 は9 40°37′12.78″ 140°14′28.34″ ｻﾜｸﾞﾙﾐ 44 セ ⇒ 20 29.8 ㎞ 0.0 ㎞ 2026年5月12日

22 F05 － 1 西目屋村　上大秋 網滝山 197 イ 40°34′26.95″ 140°14′54.75″ ﾐｽﾞﾅﾗ 50 20 ⇒ 22 16.0 ㎞ 0.0 ㎞ 2026年4月27日

24 F05 － 2 西目屋村　黒沢 網滝山 192 ろ 40°33′36.35″ 140°14′08.29″ ｻﾜｸﾞﾙﾐ 44 22 ⇒ 24 5.0 ㎞ 0.0 ㎞ 2026年5月12日

25 G05 西目屋村　沼ノ沢 網滝山 189 つ 40°34′14.04″ 140°16′03.89″ スギ 32 24 ⇒ 25 4.6 ㎞ 0.0 ㎞ 2026年5月12日

35 G06 － 3 西目屋村　馬ノ背川 平沢 109 た 40°32′28.61″ 140°16′48.46″ スギ 50 25 ⇒ 35 11.2 ㎞ 0.0 ㎞ 2026年4月17日

27 G06 － 1 西目屋村　尾太 尾太 124 ち5 40°30′51.80″ 140°15′01.50″ ｻﾜｸﾞﾙﾐ 46 35 ⇒ 27 7.7 ㎞ 0.0 ㎞ 2026年4月21日

29 G06 － 2 西目屋村　滝の沢 湯ノ沢 112 の2 40°30′26.12″ 140°15′38.09″ ﾆｾｱｶｼｱ 10 27 ⇒ 29 1.4 ㎞ 0.0 ㎞ 2026年4月21日

30 G07 西目屋村　アジラ沢 湯ノ沢 114 ロ1 40°29′39.32″ 140°16′16.68″ ﾐｽﾞｷ 20 29 ⇒ 30 2.0 ㎞ 0.0 ㎞ 2026年4月21日

26 F06 － 1 西目屋村　芦沢 尾太 125 い2 40°31′28.48″ 140°14′06.28″ スギ 50 30 ⇒ 26 8.4 ㎞ 0.0 ㎞ 2026年4月21日

28 E6 西目屋村　暗門 鬼川辺 180 ろ2 40°31′24.93″ 140°10′45.08″ スギ 40 26 ⇒ 28 6.8 ㎞ 0.6 ㎞ 2026年4月21日

28 ⇒ セ 53.0 km ㎞

計 209.7 ㎞ 0.9 ㎞ 181.6 ㎞ 1.6 ㎞ 145.9 ㎞ 0.6 ㎞①計 ②計 ③計

① 車(片道距離) 徒歩(往復) ② 車(片道距離) 徒歩(往復) 車(片道距離) 徒歩(往復)
経度

設置
樹種

経級
(㎝)

設置月日
③

回収行程
緯度No. 地点番号

行政区・
地点名

国有林名 林小班名



表１　令和８年度　センサーカメラ設置箇所（２－２）
No. 行政区・地点名 国有林名 林小班名 緯度2) 経度2) 設置 経級 設置箇所の林齢・周囲の環境･設置状況等 前年度か

樹種 (㎝) らの状況

1 D01 － 1 深浦町大童子川 築棒沢山 2020 へ5 40°42′46.90″ 140°06′50.31″ ｵﾆｸﾞﾙﾐ 10 ５０年生のスギ林で，大童子川沿いの水田に近接している．用水路沿いの農道に向けて設置． 同じ

2 D01 － 2 深浦町小童子川 小童子山 2003 う 40°44′12.14″ 140°06′02.18″ クサギ 10 ４４年生の広葉樹林で，小童子川左岸に休耕田の草地やﾔﾅｷﾞ林が広がっている．未舗装路の農道に向けて設置． 同じ

3 C01 － 1 深浦町上晴山 砂子川 3003 と1 40°44′30.36″ 140°02′00.21″ ケヤキ 40 ６０年生のアカマツ・クロマツ･広葉樹の混交林で，主伐適期のスギの民有林と隣接する．官民地界の歩道に向けて設置． 同じ

4 C01 － 2 深浦町風合瀬 砂子川 3012 ろ2 40°43′39.17″ 140°00′49.15″ スギ 28 国有林と民有林境で５２年生のスギと広葉樹の混交林で、右側集材路に設置 同じ

5 C02 － 深浦町オサナメ沢 北追良瀬山 3031 も 40°40′25.49″ 140°00′01.08″ ｵﾆｸﾞﾙﾐ 42 ７０年生の広葉樹林で，オサナメ沢右岸沿いに拓かれた水田の最奥に位置する．沢から水田に水を引く用水路沿いに設置(見出標81)． 同じ

6 C03 － 1 深浦町追良瀬川 北追良瀬山 3033 と 40°39′18.56″ 140°01′03.16″ スギ 28 ５９年生のスギ林で，小班の南西側は休耕地に接する．追良瀬林道から開設された作業道沿いに設置． 同じ

7 B03 － 1 深浦町吾妻川① 深浦山 3055 ほ1 40°38′34.22″ 139°57′21.42″ クサギ 28 ４４年生のスギ林で、吾妻川右岸沿いの民有地は水田として利用されている。作業道沿いに国有林側に向けて設置 同じ

8 C03 － 2 深浦町長慶平北 広戸山 3048 て3 40°38′25.75″ 140°00′02.96″ ﾔﾏｸﾞﾜ 10 ８７年生のスギ林で，約20m西側には長慶平から追良瀬川に至る舗装路が延びる．作業道入口付近に設置． 同じ

9 B03 － 2 深浦町深浦 大舘 3056 ろ 40°38′22.74″ 139°56′24.48″ ナラ 12 国有林と民有林境で周囲が畑に囲まれたスギとクロマツと広葉樹の混交林で、林内から畑に向けて設置 同じ

10 B06 - 1 深浦町松神 松神山 3083 と 40°32′25.47″ 139°57′12.79″ キハギ 14 松神林道（民有林）から入林し、クロマツとブナ等の広葉樹を主体とする林分で、土場跡地に道路の方向に向けて設置 同じ

11 B04 － 1 深浦町長慶平南 西岩崎山 3075 ほ1 40°35′18.06″ 139°59′49.16″ ニガキ 24 ７１年生のカラマツ林で，送電線敷の伐開地に近接し，周囲には牧場跡の草地が広がっている．官民地界の歩道沿いに設置． 同じ

12 B07 深浦町津梅川下流 大間越山 3096 そ 40°28′53.86″ 139°57′25.79″ ｲﾀﾔｶｴﾃﾞ 22 ８０年生の広葉樹林で，民有地の間伐適期のスギ林に隣接する．官民地界の歩道沿いに設置． 同じ

13 B06 － 2 深浦町黒崎 黒崎山 3089 む 40°31′16.04″ 139°57′42.64″ ミヅキ 12 門の沢（民有林）から入林し、スギと広葉樹の混交林で、伐採跡地の周囲に林内に向けて設置 同じ

14 B08 － 1 深浦町入良川下流 イラ川山 3104 ろ2 40°27′23.08″ 139°56′57.45″ ｲﾀﾔｶｴﾃﾞ 6 ４６年生のスギと広葉樹の針広混交林で，周囲も４５年生前後のスギやアカマツ，広葉樹林が生育する．林道に接続する作業道沿いに設置． 同じ

15 B08 － 2 深浦町大間越 イラ川山 3107 や 40°25′54.91″ 139°56′44.41″ ヤナギ 8 秋田県境から木運寺林道に向けて入林し、林道脇の広葉樹林に道路に向けて設置 同じ

16 E02 鰺ヶ沢町佐内沢下流 西赤石山 2031 に 40°40′15.38″ 140°08′31.02″ ケヤキ 40 ６４年生の広葉樹林で，東側約400mの赤石川左岸に養魚場や公園が整備されている．佐内沢に降りる作業道に向けて設置． 同じ

17 E03 鰺ヶ沢町一ツ森町 東赤石山 2052 は1 40°39′22.68″ 140°08′59.02″ ナナカマド 26 町道赤石渓流線のゲートを左折し赤沢林道を100m程通行し、８５年生スギ人工林内に一部広葉樹が侵入している林分で、林道の下方に向けて設置 同じ

18 F02 － 1 鰺ヶ沢町矢倉山 矢倉山 2045 は2 40°40′36.90″ 140°12′18.51″ ホオノキ 18 ３０年生のスギ林で，周囲も主に30～60年生前後のスギ林である．小班内の作業道に向けて設置． 同じ

19 F02 － 2 鰺ヶ沢町中村川 白沢 2071 に1 40°40′04.80″ 140°13′13.66″ ｵﾆｸﾞﾙﾐ 36 １３８年生の広葉樹林で，東側の民有地には農耕地が広がる．県道と農耕地をつなぐ作業道沿いに設置． 同じ

20 F04 弘前市黒岩沢 黒森 22 は9 40°37′12.78″ 140°14′28.34″ ｻﾜｸﾞﾙﾐ 44 ７７年生のスギ･カラマツ林で，近隣小班の大部分は50年生前後のスギ･カラマツ林である．作業道に向けて設置． 同じ

21 F03 鰺ヶ沢町清水淵 笠置山 2067 ち1 40°39′06.07″ 140°12′13.73″ ヤナギ 28 ６１年生のスギ林で，周囲はスギ林やブナが主体の広葉樹林に囲まれている。森林作業道が小沢を渡った箇所で終点へ向けて設置． 同じ

22 F05 － 1 西目屋村上大秋 網滝山 197 イ 40°34′26.95″ 140°14′54.75″ ﾐｽﾞﾅﾗ 50 ヤナギ類等の広葉樹が生育し，水深の浅い池と７３年生のスギ･カラマツ林に隣接する．舗装路より延びる作業道沿いに設置． 同じ

23 D02 深浦町岩坂 大童子山 2012 り 40°41′42.53″ 140°06′25.67″ スギ 26 大童子併用林道を通行し、６０年生スギ人工林の左側広場に、奥側に向けて設置 同じ

24 F05 － 2 西目屋村黒沢 網滝山 192 ろ 40°33′36.35″ 140°14′08.29″ ｻﾜｸﾞﾙﾐ 44 ６７年生のスギ･カラマツ林で，周囲も同程度の林齢のスギ･カラマツ林が広がる．林内の作業道に向けて設置． 同じ

25 G05 西目屋村沼ノ沢 網滝山 189 つ 40°34′14.04″ 140°16′03.89″ スギ 32 林道と作業道に挟まれた３９年生のスギ林で，下層に芝上の草本類が生育する．溜池に至る作業道に向けて設置． 同じ

26 F06 － 1 西目屋村芦沢 尾太 125 い2 40°31′28.48″ 140°14′06.28″ スギ 50 ７８年生の広葉樹林で，約100m北側に県道28号線が横切る．芦沢沿いに延びる歩道に向けて設置． 同じ

27 G06 － 1 西目屋村尾太 尾太 124 ち5 40°30′51.80″ 140°15′01.50″ ｻﾜｸﾞﾙﾐ 46 ６１年生の広葉樹林で，東側約50mに県道317号線が延びる．小沢沿いにつけられた杣道に向けて設置． 同じ

28 E6 西目屋村暗門 鬼川辺 180
ろ2

40°31′24.93″ 140°10′45.08″ スギ 40 アクアビレッジ暗門から岩崎西目屋弘前線を入ってすぐの、５９年生スギ人工林内に一部広葉樹が侵入している林分で、右側作業道を進行して右側に設置 同じ

29 G06 － 2 西目屋村滝の沢 湯ノ沢 112 の2 40°30′26.12″ 140°15′38.09″ ﾆｾｱｶｼｱ 10 １２３年生の広葉樹林だが，作業道沿いには草地やﾆｾｱｶｼｱの疎林が広がる．滝の沢に至る作業道沿いに設置． 同じ

30 G07 西目屋村アジラ沢 湯ノ沢 114 ロ1 40°29′39.32″ 140°16′16.68″ ミズキ 20 灌木類が生育する雑種地だが，６３年生のスギ林に隣接し，湯ノ沢川の対岸は８８年生の広葉樹林である．スギ林に至る作業道沿いに設置． 同じ

31 B04 － 2 深浦町岩崎 西岩崎山 3068 い 40°35′33.06″ 139°56′13.34″ キハダ 10 岩崎から沼ノ沢林道を進行し、国有林界の広葉樹林内の林道脇に設置 同じ

32 B05 深浦町岩崎 東岩崎山 3071 わ２ 40°34′38.88″ 139°57′23.37″ ナラ 14 岩崎正道尻小磯から畑を経由して国有林界の作業道を下った左側の広葉樹林内に民有林方向に向けて設置 同じ

33 B03 － 3 深浦町吾妻川② 深浦山 3050 そ 40°38′50.14″ 139°57′26.03″ ヤマザクラ 26 民有林（町有林）スギ林に隣接し、クロマツと広葉樹の混交林内で国有林界沿いにある土塁に向けて設置 同じ

35 G06 － 3 西目屋村馬ノ背川 平沢 109 た 40°32′28.61″ 140°16′48.46″ スギ 50 ５５年生のスギ林で、馬ノ背川右岸沿い、スギ林の縁で、川向きに設置 同じ

36 B02 － 深浦町　広戸 広戸山 3047 は 40°40′09.07″ 139°58′53.95″ ミズナラ 24 7年生のスギ林、作業道に向けて設置 新規

1)　前年度から新たに追加した箇所を「新規」,引き続き継続した箇所を「同じ」,場所を移動させた箇所を「変更」と表記．　　2)　値はGARMIN GPSMAP 64scjで計測．

地点番号



図１ 令和８年度白神山地周辺地域における中・大型哺乳類調査地点位置図（青森県側）（全体）
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図２ 令和８年度白神山地周辺地域における中・大型哺乳類調査地点位置図（青森県側）（1/2）
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図２ 令和８年度白神山地周辺地域における中・大型哺乳類調査地点位置図（青森県側）（2/2）



図３ 令和８年度白神山地周辺地域における中・大型哺乳類調査調査地点位置図（青森県側）（1/16）

令和8年度 センサーカメラ設置位置図



図３ 令和８年度白神山地周辺地域における中・大型哺乳類調査調査地点位置図（青森県側）（2/16）

令和8年度 センサーカメラ設置位置図



図３ 令和８年度白神山地周辺地域における中・大型哺乳類調査調査地点位置図（青森県側）（3/16）

令和8年度 センサーカメラ設置位置図



図３ 令和８年度白神山地周辺地域における中・大型哺乳類調査調査地点位置図（青森県側）（4/16）

令和8年度 センサーカメラ設置位置図



図３ 令和８年度白神山地周辺地域における中・大型哺乳類調査調査地点位置図（青森県側）（5/16）

令和8年度 センサーカメラ設置位置図



図３ 令和８年度白神山地周辺地域における中・大型哺乳類調査調査地点位置図（青森県側）（6/16）

令和8年度 センサーカメラ設置位置図



図３ 令和８年度白神山地周辺地域における中・大型哺乳類調査調査地点位置図（青森県側）（7/16）

令和8年度 センサーカメラ設置位置図



図３ 令和８年度白神山地周辺地域における中・大型哺乳類調査調査地点位置図（青森県側）（8/16）

令和8年度 センサーカメラ設置位置図



図３ 令和８年度白神山地周辺地域における中・大型哺乳類調査調査地点位置図（青森県側）（9/16）

令和8年度 センサーカメラ設置位置図



図３ 令和８年度白神山地周辺地域における中・大型哺乳類調査調査地点位置図（青森県側）（10/16）

令和8年度 センサーカメラ設置位置図



図３ 令和８年度白神山地周辺地域における中・大型哺乳類調査調査地点位置図（青森県側）（1１/16）

令和8年度 センサーカメラ設置位置図



図３ 令和８年度白神山地周辺地域における中・大型哺乳類調査調査地点位置図（青森県側）（12/16）

令和8年度 センサーカメラ設置位置図



図３ 令和８年度白神山地周辺地域における中・大型哺乳類調査調査地点位置図（青森県側）（13/16）

令和8年度 センサーカメラ設置位置図



図３ 令和８年度白神山地周辺地域における中・大型哺乳類調査調査地点位置図（青森県側）（14/16）

令和8年度 センサーカメラ設置位置図



図３ 令和８年度白神山地周辺地域における中・大型哺乳類調査調査地点位置図（青森県側）（15/16）

令和8年度 センサーカメラ設置位置図



図３ 令和８年度白神山地周辺地域における中・大型哺乳類調査調査地点位置図（青森県側）（16/16）

令和8年度 センサーカメラ設置位置図



表２　令和８年度　センサーカメラ設置箇所回収行程

経路 経路 経路

① 公道 林道 ② 公道 林道 ③ 公道 林道

０ 藤里森林生態系保全センター 35→0 38.7 4.0 12→0 12.0 0.4 22→0 18.9

１ 八峰町　小入川林道① 1
八森字
八森山

159 へ1 40°24′32.73″ 139°58′57.18″ 50 62年生の広葉樹林、小入川と右岸支流との合流点付近に位置。小入川林道に向けて設置。 4月22日 4→１ 0.6

２ 八峰町　小入川林道② 2
八森字
八森山

159 い 40°24′10.68″ 139°58′46.87″ 31 113年生の広葉樹林、建造物跡地がある民有地との境界木に設置。舗装路に続く作業道脇。 4月22日 1→2 0.9

３ 八峰町　小入川わな上 3
八森字
八森山

159 は2 40°24′13.46″ 139°58′53.29″ 67 77年生のスギ林、2つの作業道の合流地点付近に向けて設置。 4月22日 2→3 0.2 0.4

４ 八峰町　小入川林道③ 4
八森字
八森山

159 れ6 40°24′43.07″ 139°59′19.31″ 111
23年生スギ林、小入川林道山側に設置。5年7月豪雨により小入川の河床変形により、R５上流約100ｍに移設。
R8倒木により上流に20m移設。

4月22日 0→4 53.5 1.8 0.2

５ 八峰町　日蔭沢林道① 5
八森字
平沢

160 た 40°24′04.10″ 139°59′25.87″ 158
86年生の広葉樹林、蔓に被覆された荒廃地や草地に隣接。岩の崖地に作設された日蔭沢林道の狭窄部に向けて
設置。R7設置時に危険回避のため10m上方に移設。

3→5 0.7 1.5

６ 八峰町　日蔭沢林道② 6
八森字
平沢

161 い1 40°23′59.13″ 139°59′24.87″ 109 平沢沿いに植えられた67年生のスギ林、日蔭沢林道山側から沢沿いに向けて設置。 4月22日 5→6 0.7

７ 八峰町　ワザ沢 7
八森字
平沢

161 る4 40°23′56.09″ 139°59′24.65″ 135 50年生の広葉樹林、沢沿いに草本類の下層植生が発達。日蔭沢林道からワザ沢沿いの歩道脇に設置。 4月22日 6→7 0.1 0.4

8 八峰町　中の又林道② 8
八森字
真瀨沢

168 い 40°25′33.50″ 140°03′03.42″ 170 中の又沢林道、林道から沢へ下りていく 作業道の起点に設置。 4月23日 7→8 10.4 2.2

９ 八峰町　上山内沢 9
八森字
八森山

163 い1 40°23′59.23″ 140°01′10.76″ 96 民有林林道「三十釜」に入り、途中の左側作業道を経て作業道終点から歩道脇に設置。 4月22日 10→9 3.4 0.7 1.8

１０ 八峰町　中の又林道① 10
八森字
真瀬沢

173 い 40°25′10.51″ 140°02′49.90″ 141 94年生のスギ林、三ノ又林道分岐点より約50m上流の中の又林道脇に設置。 4月23日 8→10 1.3

１１ 藤里町　素波里園地 11
粕毛字

鹿瀬内沢
1036 わ 40°20′29.45″ 140°14′58.16″ 175

73年生のスギ林、素波里園地の駐車場に隣接。駐車場から沢沿いに開設された作業道脇に設置。R3より約20ｍ
手前。

4月24日 0→11 12.0 0.1

１２ 藤里町　間伐指標林 12
粕毛字

鹿瀬内沢
1036 た 40°20′45.26″ 140°15′03.88″ 181 74年生のスギ林、粕毛林道から間伐に使用された作業道沿いに設置。 4月24日 13→12 2.5

１３ 藤里町　清五郎沢 13
粕毛字

鹿瀬内沢
1034 そ 40°21′30.30″ 140°15′13.69″ 212 57年生のスギ林、粕毛林道の民有地スギ造林地に隣接。林道から開設された作業道入口付近に設置。 4月24日 14→13 2.4

１４ 藤里町　内川作業道 14
粕毛字

鹿瀬内沢
1033 わ13 40°22′01.20″ 140°14′58.05″ 238 粕毛林道カーブ左側、周辺は38～39年生のスギ林。林道から内川に下る作業道入口付近に設置。 4月24日 15→14 1.5

１５ 藤里町　内川林道 15
粕毛字

鹿瀬内沢
1032 い 40°22′37.35″ 140°15′02.72″ 214 65年生の広葉樹林、内川林道起点から約50ｍの左側に設置。 4月24日 16→15 1.0 0.1

１６ 藤里町　雨池 16
粕毛字

鹿瀬内沢
1026 り 40°22′32.75″ 140°14′42.74″ 273 56年生のスギ林、粕毛林道を挟んだ向いに池がある。林道から開設された作業道沿いに設置。 5月8日 17→16 3.7

１７ 藤里町　逆又沢 17
粕毛字

鹿瀬内沢
1023 た1 40°23′10.32″ 140°14′11.17″ 498 57年生のスギ林、樺岱林道入口手前右側。粕毛林道から開設された作業道入口付近に設置。 5月13日 18→17 2.9

１８ 藤里町　一の又沢林道 18
粕毛字

鹿瀬内沢
1023 い 40°23′51.57″ 140°13′29.37″ 315 69年生のスギ・カラマツ林、一の又沢・大滝林道との分岐点付近に位置。林道入口の門扉跡の鉄柱に設置。 5月13日 19→18 3.5

１９ 藤里町　大滝林道② 19
粕毛字

鹿瀬内沢
1020 や 40°24′32.86″ 140°12′40.69″ 523 203年生のブナ林、小岳に向かう大滝林道左側。林道右側は42年生スギ林。 5月13日 11→19 0.2 18.0

２２ 藤里町　一通沢林道 22
粕毛字
藤琴沢

1132 ほ 40°23′45.72″ 140°17′37.00″ 319 72年生のスギ林。周囲には太良峡から続く天然秋田杉林が広がる。沢沿いに作設された林道わきに設置。 23→22 1.1 1.0 0.5

２３ 藤里町　カタリ山林道 23
粕毛字
藤琴沢

1140 と 40°24′23.00″ 140°17′45.57″ 329 163年生のブナ林、くるみ台森林スポーツ林の小班と隣接。林道がカタリ沢に向かってカーブする辺りに設置。 24→23 1.7 0.1

２４ 藤里町　真名沢林道 24
粕毛字
藤琴沢

1140 か 40°24′38.87″ 140°16′47.89″ 418 67年生のスギ林、小班沿いに舗装された車道が伸び、林道脇の作業道入口付近に設置。 25→24 2.9

２５ 藤里町　東又林道 25
粕毛字
藤琴沢

1135 た 40°25′20.21″ 140°16′20.88″ 569 163年生のブナ林、岳岱自然観察教育林に隣接。岳岱に至る舗装路から付けられた東又林道起点付近に設置。 26→25 0.4

２６ 藤里町　岳岱自然観察教育林内 26
粕毛字
藤琴沢

1135 ち 40°25′22.01″ 140°16′17.14″ 614 岳岱自然観察教育林の展示棟より奥の右側斜面に設置。 0→26 20.0 6.0 0.8

３１ 八峰町　沿岸・横間台① 31 民有林 40°22′46.28″ 140°00′29.51″ 69 スギ人工林50年生前後、作業路左側に設置。 4月23日 9→31 3.6 4.0

３２ 八峰町　沿岸・横間台② 32 民有林 40°22′50.01″ 140°00′22.66″ 64 スギ人工林50年生前後、31 調査地点より右側２００ｍ程度の獣道に設置。 4月23日 31→32 0.4

３３ 八峰町　手這坂① 33 民有林 40°20′02.37″ 140°05′24.34″ 124 水沢ダムに向かう町道水沢ダム線の左側、スギ人工林60年生前後内に設置（Ｒ４より10ｍ程度町道寄り）  。 4月23日 34→33 0.2

３４ 八峰町　手這坂② 34 民有林 40°19′57.20″ 140°05′32.88″ 121 スギ人工林40年生前後、農道より上側のスギ林に設置。下側は田んぼ。 4月23日 32→34 13.9

３５ 八峰町　水沢② 35 民有林 40°22′41.79″ 140°06′05.31″ 344 町道水沢ダム線から桂沢の民有林道に入り、大きなカーブを過ぎた右側に設置。 4月23日 33→35 3.6 4.0

1)　緯度・経度・標高については、当方所有のＧＰＳによる 計 128.0 22.0 3.2 24.2 36.0 0.1 42.9 9.1 1.4
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図４ 令和８年度白神山地周辺地域における中・大型哺乳類調査地点位置図（秋田県側）
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図５　令和８年度白神山地周辺地域における中・大型哺乳類調査調査地点位置図（秋田県側）（1/6）
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図５ 令和８年度白神山地周辺地域における中・大型哺乳類調査調査地点位置図（秋田県側）（4/6）



図５ 令和８年度白神山地周辺地域における中・大型哺乳類調査調査地点位置図（秋田県側）（5/6）
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図５ 令和８年度白神山地周辺地域における中・大型哺乳類調査調査地点位置図（秋田県側）（6/6）



別紙１

令和　　年度　データ回収記録表
整理番号：　　　

SDカード 電池 摘要（撮影状況の特記等）

SDの交換 電池交換
カメラが稼働していなかった場合は原因を記入、周辺の環境の変化な
ど気づいたことを記入等

例 6月30日 1 深浦町　大童子川 有 ・ 無 有 ・ 無 ON 「正常に稼働」、「電池切れ」。倒木で視野が狭くなった。

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

有 ・ 無 有 ・ 無

カメラ
電源

地点
番号

作業日 地点名



別紙２　概要カルテ

(1) (3)

# ## ##

#

※調査地点は備考欄参照

注1） 「ＩＤ」「公開レベル」「保管形式」「保管場所」については記入しないこと。

注2） ドロップダウンリストから該当する項目を選択すること。

注3） 該当する項目の□をクリックし、チェックを入れる。

調査箇所・範囲注3） 調査手法

核心地域 緩衝地域 周辺地域

問い合わせ

GPS等の位置データあり

≪原本（データ）の帰属について≫

前回ID

発行年月/報告年月

令和○年度　白神山地周辺地域における中・大型哺乳類調査（○○県側）

保管場所注1）公開ﾚﾍﾞﾙ注1） 保管形式注1）

報告書資料形式注2）

調査機関

大区分注2）改訂 ⅡB 2

結果概要（スペースに収まるように入力してください）

調査頻度注2） 毎年

東北森林管理局　○○○○森林生態系保全センター

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ計画 2022年7月

ID注1）

調査開始年

委託機関

報告書名称
/調査名称

調査期間

― ― 調査時期注2） 春 夏 秋 冬

区分注2） 小区分注2）

1/2



備　考

2/2



別紙３ 宿泊実績報告書

業務名：

受注者：
単位（円）

宿泊実績 旅費

滞在期間 宿泊 宿泊場所 宿泊費 宿泊 宿泊者氏名 従事業務 宿泊手当減額分 県別 宿泊費 合計
日数 (税込) 者数 番号 食事の様態 単価 宿泊 計 b - e 計 宿泊 宿泊 延べ宿 単価 計

自 ～ 至 県別 市町村 宿泊施設名 (人) ※ ※ 者数 (税込) (税込) (税抜) 日数 者数 泊日数 (@2,182円) (税抜) (税抜)
a (ホテル等) b c d c e 消費税率 [再掲] [再掲] g (税抜) i j

[再掲] (d×c) 10% f a c (a×c) h (g×h) (f＋i)

計

青森
県側

秋田
県側

宿泊手当

※食事の様態

番号 宿泊したところ 食事の様態

減額分 減額後
1 ホテル等 朝食が含まれている 朝食の内訳は不明 宿泊手当の1/3を減額 800 1600

2 ホテル等 朝食が含まれている 朝食の内訳がわかる＝オプションと考える 宿泊手当は全額支給 0 2400

3 ホテル等 朝食・夕食が含まれている 朝食・夕食の内訳は不明 宿泊手当の2/3を減額 1600 800

4 ホテル等 朝食・夕食が含まれている 朝食・夕食の内訳がわかる＝オプションと考える 宿泊手当は全額支給 0 2400
5 ホテル等 含まれていない オプションで食事を付けた 宿泊手当は全額支給 0 2400
6 ホテル等 含まれていない 自分で外で食べた 宿泊手当は全額支給 0 2400
7 無料の宿泊施設や車中等 食事代を施設に支払った 0 2400
8 無料の宿泊施設や車中等 自分で外で食べた 0 2400

宿泊手当(税込)


